
1 

○
経
済
産
業
省

環 

境 

省
令
第
六
号

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
五
十
六
号
）
の
一
部
及
び

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
七
年
政
令
第
三
百
二
十
七
号
）
の

施
行
に
伴
い
、
国
際
協
力
排
出
削
減
量
口
座
簿
の
運
営
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

経
済
産
業
大
臣

赤
澤

亮
正

環
境
大
臣

石
原

宏
高

国
際
協
力
排
出
削
減
量
口
座
簿
の
運
営
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

国
際
協
力
排
出
削
減
量
口
座
簿
の
運
営
等
に
関
す
る
省
令
（
令
和
七
年
経
済
産
業
省

環 

境 

省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
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規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ

う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ

を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を

新
た
に
追
加
す
る
。 

改 
 
 

 
 

 
 

正 
 
 
 
 
 
 

後 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 

前 

（
法
人
等
保
有
口
座
の
記
録
事
項
） 

第
三
条 

法
第
四
十
九
条
第
二
項
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事

項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一
～
五 

（
略
） 

 

（
法
人
等
保
有
口
座
の
記
録
事
項
） 

第
三
条 

法
第
五
十
七
条
の
八
第
二
項
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め

る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一
～
五 

（
略
） 

 

（
法
人
等
保
有
口
座
の
開
設
の
申
請
） 

第
四
条 

法
第
五
十
条
第
三
項
の
申
請
書
の
様
式
は
、
様
式
第
一
の

と
お
り
と
す
る
。 

２ 

法
第
五
十
条
第
三
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
と
す
る
。 

一
～
四 

（
略
） 

３ 

法
第
五
十
条
第
四
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各

（
法
人
等
保
有
口
座
の
開
設
の
申
請
） 

第
四
条 

法
第
五
十
七
条
の
九
第
三
項
の
申
請
書
の
様
式
は
、
様
式

第
一
の
と
お
り
と
す
る
。 

２ 

法
第
五
十
七
条
の
九
第
三
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一
～
四 
（
略
） 

３ 

法
第
五
十
七
条
の
九
第
四
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
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号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
そ
の
他
環

境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
書
類
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
そ

の
他
環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
書
類
と
す

る
。 

一
・
二 

（
略
） 

 

（
変
更
の
届
出
） 

第
五
条 

法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第

二
に
よ
る
届
出
書
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

（
変
更
の
届
出
） 

第
五
条 

法
第
五
十
七
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様

式
第
二
に
よ
る
届
出
書
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

 

（
振
替
手
続
の
申
請
方
法
） 

第
六
条 

法
第
五
十
二
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

（
振
替
手
続
の
申
請
方
法
） 

第
六
条 

法
第
五
十
七
条
の
十
一
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
方

法
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
、
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

 

（
申
請
に
よ
る
国
際
協
力
排
出
削
減
量
の
振
替
を
行
わ
な
い
場
合

） 

第
七
条 

法
第
五
十
二
条
第
四
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、

次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

一 

令
第
十
条
に
規
定
す
る
国
際
協
力
排
出
削
減
量
に
つ
い
て
の

処
分
の
制
限
に
関
す
る
事
項
の
記
録
が
あ
る
国
際
協
力
排
出
削

（
申
請
に
よ
る
国
際
協
力
排
出
削
減
量
の
振
替
を
行
わ
な
い
場
合

） 
第
七
条 

法
第
五
十
七
条
の
十
一
第
四
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場

合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

一 
令
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
国
際
協
力
排
出
削
減
量
に
つ
い

て
の
処
分
の
制
限
に
関
す
る
事
項
の
記
録
が
あ
る
国
際
協
力
排
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減
量
の
振
替
の
申
請
で
あ
る
場
合 

二
～
六 

（
略
） 

２ 
（
略
） 

 

出
削
減
量
の
振
替
の
申
請
で
あ
る
場
合 

二
～
六 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

（
信
託
の
記
録
の
申
請
） 

第
八
条 

令
第
十
一
条
第
一
項
の
申
請
（
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場

合
を
除
く
。
）
は
、
様
式
第
三
の
申
請
書
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

 

（
信
託
の
記
録
の
申
請
） 

第
八
条 

令
第
二
十
二
条
第
一
項
の
申
請
（
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る

場
合
を
除
く
。
）
は
、
様
式
第
三
の
申
請
書
に
よ
っ
て
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

 

（
信
託
の
記
録
の
抹
消
の
申
請
） 

第
九
条 

令
第
十
四
条
第
一
項
の
申
請
（
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場

合
を
除
く
。
）
は
、
様
式
第
四
の
申
請
書
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

 

（
信
託
の
記
録
の
抹
消
の
申
請
） 

第
九
条 

令
第
二
十
五
条
第
一
項
の
申
請
（
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る

場
合
を
除
く
。
）
は
、
様
式
第
四
の
申
請
書
に
よ
っ
て
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

 

（
受
託
者
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
の
申
請
） 

第
十
条 

令
第
十
六
条
第
一
項
の
申
請
は
、
様
式
第
五
の
申
請
書
に

よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

 

（
受
託
者
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
の
申
請
） 

第
十
条 

令
第
二
十
七
条
第
一
項
の
申
請
は
、
様
式
第
五
の
申
請
書

に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
（
略
） 

 

（
受
託
者
の
解
任
） 

（
受
託
者
の
解
任
） 
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第
十
一
条 

環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
は
、
裁
判
所
又
は
主
務

官
庁
（
そ
の
権
限
の
委
任
を
受
け
た
国
に
所
属
す
る
行
政
庁
及
び

そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
処
理
す
る
都
道
府
県
の
執
行
機
関
を

含
む
。
）
が
受
託
者
を
解
任
し
た
場
合
に
お
い
て
、
令
第
十
七
条

又
は
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
嘱
託
に
基
づ
く
信
託
の
記
録
の
変

更
を
す
る
と
き
は
、
受
託
者
を
解
任
し
た
旨
及
び
当
該
解
任
し
た

旨
の
記
録
を
す
る
年
月
日
を
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
十
一
条 

環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
は
、
裁
判
所
又
は
主
務

官
庁
（
そ
の
権
限
の
委
任
を
受
け
た
国
に
所
属
す
る
行
政
庁
及
び

そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
処
理
す
る
都
道
府
県
の
執
行
機
関
を

含
む
。
）
が
受
託
者
を
解
任
し
た
場
合
に
お
い
て
、
令
第
二
十
八

条
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
七
条
又
は
第
十
八
条
の
規
定
に
よ

る
嘱
託
に
基
づ
く
信
託
の
記
録
の
変
更
を
す
る
と
き
は
、
受
託
者

を
解
任
し
た
旨
及
び
当
該
解
任
し
た
旨
の
記
録
を
す
る
年
月
日
を

記
録
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
信
託
の
記
録
の
変
更
の
申
請
） 

第
十
二
条 

令
第
二
十
条
の
申
請
は
、
様
式
第
六
の
申
請
書
に
よ
っ

て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

（
略
） 

 

（
信
託
の
記
録
の
変
更
の
申
請
） 

第
十
二
条 

令
第
二
十
八
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
令
第

二
十
条
の
申
請
は
、
様
式
第
六
の
申
請
書
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

 

（
国
際
協
力
排
出
削
減
量
口
座
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
証

明
の
請
求
） 

第
十
三
条 

法
第
五
十
七
条
の
二
の
請
求
は
、
様
式
第
七
の
請
求
書

に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

３ 

環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
は
、
法
第
五
十
七
条
の
二
の
規

定
に
よ
る
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
遅
滞
な
く
、
当
該
請

（
国
際
協
力
排
出
削
減
量
口
座
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
証

明
の
請
求
） 

第
十
三
条 

法
第
五
十
七
条
の
十
七
の
請
求
は
、
様
式
第
七
の
請
求

書
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
（
略
） 

３ 

環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
は
、
法
第
五
十
七
条
の
十
七
の

規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
遅
滞
な
く
、
当
該
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求
に
係
る
国
際
協
力
排
出
削
減
量
口
座
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事

項
を
証
明
し
た
書
面
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

請
求
に
係
る
国
際
協
力
排
出
削
減
量
口
座
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る

事
項
を
証
明
し
た
書
面
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
手
数
料
の
納
付
の
方
法
） 

第
十
七
条 

令
第
二
十
一
条
第
二
項
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
方
法
は
、
指
定
実
施
機
関
が
行
う
事
務
に
係
る
手
数
料

の
納
付
に
つ
い
て
は
、
指
定
実
施
機
関
が
指
定
す
る
口
座
に
当
該

手
数
料
を
振
り
込
み
、
か
つ
、
そ
の
振
込
み
を
証
明
す
る
書
面
（

電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
の
人
の
知
覚

に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録

で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も

の
を
い
う
。
）
を
含
む
。
）
を
指
定
実
施
機
関
に
提
出
す
る
方
法

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
振
込
み
が
あ
っ
た
事
実
を

指
定
実
施
機
関
が
確
知
し
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
面

を
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

２ 

（
略
） 

（
手
数
料
の
納
付
の
方
法
） 

第
十
七
条 

令
第
二
十
九
条
第
二
項
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
方
法
は
、
指
定
実
施
機
関
が
行
う
事
務
に
係
る
手
数
料

の
納
付
に
つ
い
て
は
、
指
定
実
施
機
関
が
指
定
す
る
口
座
に
当
該

手
数
料
を
振
り
込
み
、
か
つ
、
そ
の
振
込
み
を
証
明
す
る
書
面
（

電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
の
人
の
知
覚

に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録

で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も

の
を
い
う
。
）
を
含
む
。
）
を
指
定
実
施
機
関
に
提
出
す
る
方
法

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
振
込
み
が
あ
っ
た
事
実
を

指
定
実
施
機
関
が
確
知
し
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
面

を
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

２ 

（
略
） 

 

（
振
替
の
申
請
に
係
る
手
数
料
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

） 

第
十
八
条 

令
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
免
除

は
、
同
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
が
政
府
保
有
口
座
に
無
償

で
国
際
協
力
排
出
削
減
量
を
移
転
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
申

（
振
替
の
申
請
に
係
る
手
数
料
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

） 
第
十
八
条 

令
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
免
除

は
、
同
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
者
が
政
府
保
有
口
座
に
無
償

で
国
際
協
力
排
出
削
減
量
を
移
転
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
申
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請
を
す
る
者
が
そ
の
旨
を
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
限
り
、
す

る
も
の
と
す
る
。 

 

請
を
す
る
者
が
そ
の
旨
を
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
限
り
、
す

る
も
の
と
す
る
。 

様
式
第
一
（
第
４
条
関
係
）
 

（
略
）

 
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第

5
0
条
第
３
項
の
規
定

に
よ
り
、
法
人
等
保
有
口
座
の
開
設
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
申
請

し
ま
す
。
 

（
略
）

 
 様
式
第
二
（
第
５
条
関
係
）
 

（
略
）

 
法
人
等
保
有
口
座
名
義
人
の
名
称
等
に
変
更
が
あ
っ
た
の
で
、
地

球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第

5
1
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。
 

（
略
）

 
 様
式
第
三
（
第
８
条
関
係
）
 

（
略
）

 
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第

1
1
条
第
１
項

の
信
託
の
記
録
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。
 

（
略
）

 

様
式
第
一
（
第
４
条
関
係
）
 

（
略
）

 
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第

5
7
条
の
９
第
３
項
の

規
定
に
よ
り
、
法
人
等
保
有
口
座
の
開
設
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り

申
請
し
ま
す
。
 

（
略
）

 
 様
式
第
二
（
第
５
条
関
係
）
 

（
略
）

 
法
人
等
保
有
口
座
名
義
人
の
名
称
等
に
変
更
が
あ
っ
た
の
で
、
地

球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第

5
7
条
の

1
0
第
１
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。
 

（
略
）

 
 様
式
第
三
（
第
８
条
関
係
）
 

（
略
）

 
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第

2
2
条
第
１
項

の
信
託
の
記
録
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。
 

（
略
）
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 様
式
第
四
（
第
９
条
関
係
）
 

（
略
）

 
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第

1
4
条
第
１
項

の
規
定
に
よ
り
、
信
託
の
記
録
の
抹
消
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
申

請
し
ま
す
。
 

（
略
）

 
 様
式
第
五
（
第
1
0
条
関
係
）
 

（
略
）

 
受
託
者
の
変
更
が
あ
っ
た
の
で
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関

す
る
法
律
施
行
令
第

1
6
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
申

請
し
ま
す
。
 

（
略
）

 
 様
式
第
六
（
第
1
2
条
関
係
）
 

（
略
）

 
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第

2
0
条
の
規
定

に
よ
り
、
信
託
の
記
録
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
申
請
し
ま

す
。
 

（
略
）

 
 

 様
式
第
四
（
第
９
条
関
係
）
 

（
略
）

 
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第

2
5
条
第
１
項

の
規
定
に
よ
り
、
信
託
の
記
録
の
抹
消
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
申

請
し
ま
す
。
 

（
略
）

 
 様
式
第
五
（
第
1
0
条
関
係
）
 

（
略
）

 
受
託
者
の
変
更
が
あ
っ
た
の
で
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関

す
る
法
律
施
行
令
第

2
7
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
申

請
し
ま
す
。
 

（
略
）

 
 様
式
第
六
（
第
1
2
条
関
係
）
 

（
略
）

 
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第

2
8
条
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第

2
0
条
の
規
定
に
よ
り
、
信
託
の
記
録
の

変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。
 

（
略
）
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附 

則 

 

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

様
式
第
七
（
第
1
3
条
関
係
）
 

（
略
）

 
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第

5
7
条
の
２
の
規
定
に

よ
り
、
国
際
協
力
排
出
削
減
量
口
座
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を

証
明
し
た
書
面
の
交
付
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
請
求
し
ま
す
。
 

（
略
）
 

様
式
第
七
（
第
1
3
条
関
係
）
 

（
略
）

 
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
5
7
条
の
1
7
の
規
定
に

よ
り
、
国
際
協
力
排
出
削
減
量
口
座
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を

証
明
し
た
書
面
の
交
付
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
請
求
し
ま
す
。
 

（
略
）
 

 
 


